
1 

 

別紙３ 
 

西宮市証明書郵送等業務仕様書 
 
１．業務名 

西宮市証明書郵送等業務 
 
２．目的 

本業務は、市民課における郵送による各種証明書等発行業務において、個人情報保護及び
業務品質に十分留意したうえで、安定的かつ高い信頼性のもと、専門的な知識や経験、技術
を有する人材を安定かつ柔軟に人員配置できる受託者により、適正かつ確実に業務を遂行
することを目的とする。 
 
３．履行期間 

別紙１「西宮市おくやみコーナー運営及び証明書郵送等業務共通仕様書」のとおり。 
 
４．履行場所 

別紙１「西宮市おくやみコーナー運営及び証明書郵送等業務共通仕様書」のとおり。 
 
５．業務時間 

別紙１「西宮市おくやみコーナー運営及び証明書郵送等業務共通仕様書」のとおり。 
 
６．業務内容 
（１）郵送業務 
  原則発送は請求書類の受付日（到達日）当日またはその翌日とする。 

ただし請求が集中し大量となった場合、または書類不備等により保留するなど、翌開庁
日以降まで持ち越さなければならない場合は本市と協議すること。 

  ア 郵送による各種証明申請書の受取り 
イ 郵送請求に伴う申請書仕分け業務 
ウ 郵送による各種証明書申請受付業務 
エ 戸籍システム・住民記録システムを使用した各種証明書発行業務 
オ 住民票等受付システムを使用した発送業務 

  カ 郵送請求申請書等の整理・編てつに関する業務 
  キ 郵送請求に係る電話対応業務 
  ク 証明書交付手数料の徴収、納入業務 
  ケ 業務日誌、統計資料等各種報告書の作成業務 
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コ その他郵送に付随する業務 
（２）庁内公用による証明書発行業務 
  ア 各種証明書申請受付業務 
  イ 戸籍システム・住民記録システムを使用した各種証明書発行業務 

ウ 各種証明書交付業務 
（３）来庁者統計業務 
  ア 本庁における申請書等に基づく統計業務 
（４）その他 
  本業務に関連し市民サービスの向上に繋がると考えられる業務について、受託者の業

務執行体制に影響を及ぼさない範囲において、本市との協議により、受注者は業務を行う
こと。 

（５）履行期間における業務にかかる発行件数の想定 
ア 市民課郵送業務発行件数（公用分を除く）  約３８，０００件 

（内返戻１，７００件） 
  イ 庁内公用による証明書発行件数       約１６，０００件 
 
７．委託業務の基本的事項 
（１）実施体制の構築 

本業務を適切に行うため、受託者は本市と協議し以下の準備業務を行い、本業務を遂行
するための適切な実施体制を構築すること。 

ア 業務計画書・事務手順・マニュアルの整備 
イ 業務実施体制の構築・適切な職員配置 
ウ 従事する職員への教育 
エ 什器・備品類の清潔な保持と整備 
オ 業務の運営準備・業務引継 

（２）事前準備 
ア 業務履行期間開始までに受託者の責任と負担で戸籍事務、住民基本台帳事務に関

する専門知識をもつ要員の確保・体制の整備などを行い、業務の円滑かつ安定的な受
託を行うこと。 

特に総括管理責任者及び業務責任者には住民基本台帳法及び戸籍法等の関連法規
を熟知し、業務に係る法令通達等の知識、類似業務の経験、困難事案の対応方針その
他業務の遂行能力を有し、及びこれらの能力に基づいて労働者を自ら教育する体制
を有し、円滑に業務を行うことができる者をあてること。 

イ 業務履行期間開始までに無償で研修期間を設け、本市職員から業務についての研
修を受けること。 

ウ 必要な機械設備、器材又は材料はあらかじめ本市へ申し出た上で、受託者の負担で
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準備すること。 
エ 受託者は業務従事者名簿をあらかじめ本市に提出することとし、業務従事者に変

更があった場合も同様とする。 
 
８．本市の用意するシステム 

住民記録システム、戸籍システムのほか、住民票等郵送受付システム（住民票等の証明書
を郵送する際に受付状況を記録するシステム）を用意する。また、追加でシステムを用意す
る場合がある。 
 
９．本市の用意する端末台数 

本市の用意する端末台数は住民記録システム、戸籍システムの入った端末５台及び住民
票等郵送受付システムの入った端末１台とする。また、端末台数は増減する場合がある。 
 
１０．本市の貸与する備品 

本市で貸与する備品等は次のとおりとする。 
 ・市民課郵送業務:机４台、椅子１０脚、カウンター机２台 
 
１１．その他 
 本業務を実施するために必要な項目は、別紙１「西宮市おくやみコーナー運営及び証明書
郵送等業務共通仕様書」に定める。 
 

１２．問い合わせ先 

 西宮市 市民局 市民部 市民課 0798-35-3112 
 

以上  
 


